
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 
3月１５日号 

【発 行】厚木市立緑ケ丘公民館 
【所在地】厚木市緑ケ丘２－２－１                                
【電 話】221-7556 【F A X】296-2052 
【Ｅﾒｰﾙ】0262@city.atsugi.kanagawa.jp 

緑ケ丘地区キャッチフレーズ 笑い声 集う人の和 緑ケ丘 

３月 20日（金）は祝日のため、地区市民センターでの住民票、戸籍、印鑑証明等の交付はできません。 

 

令和７年度 
緑ケ丘公民館・地区市民センター 事業報告 

今年度は、夏の熱中症対策を講ずるなど、ご参加いただいた皆様の

健康面を第一に考え、各種事業を展開してまいりました。 

来年度も地域住民の皆様に喜んでいただけるようなユーモアのある事

業を展開してまいります。 

今年度の事業活動の一部をご紹介します。 

 

３世代ふれあい交流会：2月14日(日) 

NHK 交響楽団メンバーによる演奏や

ジャズ、合唱の音楽会に、観客 119

人が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

夜間街頭監視活動：12月15・16日(月・火) 

寒さ厳しい中、交通安全指導員・交通

安全の会の皆さんが中心となり、地域

住民の安全を守ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館まつり：11月8・9日(土・日) 

文化作品展、芸能発表会、クイズラリ

ー、おもちゃ病院、模擬店などにたく

さんの皆様が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作りみそを作ってみよう：1月28日(水) 

大豆を煮ることから始まり、つきつぶ

した大豆と塩切こうじをよく混ぜて作

りました。おいしくできたかな？ 

 

 

 

 

大運動会：10月19日(日) 

緑ケ丘小学校は校舎解体工事のため、

限られたスペースでの開催となりまし

たが、熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康体操：2月5・12・19日(木) 

転倒防止の筋トレなど、楽しく体を動

かして、誰でもできる簡単な体操で運

動不足を解消しました。 

 

 

 

 

 

 

学級・講座開設事業 

公民館まつり スポーツ振興会事業 

コミュニティづくり推進事業 

民間交通監視所 

学級・講座開設事業(共催) 
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「住まいの省エネ・創エネセミナー」参加者募集 

補助金活用の最新情報、光熱費を削減して快適で健康なくらしを！ 

【日時・会場】 

3月20日（金・祝） 13:00～15:00 あつぎ市民交流プラザ610室 

3月29日（日） 13:00～15:00 緑ヶ丘公民館 会議室 

4月11日（土） 10:00～12:00 あつぎ市民交流プラザ610室 

※他にも市内公民館８館で開催予定。なお、３月２０日は東京工芸大学の山本佳嗣先生が登壇されます。 

【主  催】カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト、厚木市 

【参 加 費】無 料 

【申し込み】右記、二次元コードコードから申込 

【問 合 せ】カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト 

電話 090-7243-9254（さぎたに）、080-1010-4759（えんどう） 

 

令和８年度狂犬病予防集合注射の実施について 

・緑ケ丘地区 ４月７日（火）１４：１０ ～ １４：４０ 緑ケ丘やなぎ公園（緑ケ丘３－７） 

※全日程については、広報あつぎ・厚木市ホームページを御確認ください。 

【問 合 せ】生活環境課 電話２２５－２７５０  

 

～市立保育所の調理員を募集～ 

【勤 務 先】 厚木市立相川保育所 （厚木市下津古久７１０－１） 

【勤務内容】 保育所の調理業務 

【勤務日時】 ８：３０ ～ １６：３０のうち６時間 週５日（月曜～金曜）  

時間外勤務有、土曜勤務有（振替休対応）  

※勤務開始日・勤務時間等は、要相談     

【給 与 等】 時間額 １，５１０円（地域手当込み）※条件により通勤・期末勤勉手当あり 

【申 込 み】 市ＨＰにあるエントリーシート・小論文を直接又は郵送で保育課へ。 

【問 合 せ】 保育課 保育施設係 電話２２５－２７６８ 

 

 

令和８・９年度 厚木市消費生活懇話会委員を募集します 

悪質商法等の未然防止のための啓発活動などを行う厚木市消費生活懇話会委員を募集します。 

【対 象】市内在住１８歳以上で生活物資の販売に関わっていない方 

【内 容】会議への出席、消費者被害未然防止の啓発活動など（年８回程度） 

【任 期】令和８年４月から令和１０年３月まで（２年間） 

【謝 礼】1日１，８００円（交通費含む） 

【申込み】消費生活センターにある申込書（市ホームページからダウンロード可）に必要事項と応募動機 

（400字程度）を書き、直接または郵送（〒243-0017厚木市栄町1-16-15消費生活センター）にて

４月３日（消印有効）までに提出。書類選考あり。 

【問合せ】厚木市消費生活センター 電話２２５－２１５５ Fax２９４－５８０１ 


